
規格・基準などの事前意図公告 
 

この公告は、貿易の技術的障害に関する協定 (TBT協定) 2.9.1に基づくものです。 
 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の改正について 
 
 下記のとおり、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の改正を行う予定 

ですので、お知らせします。 
 

記 

１． 件名 

  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の改正について 
 

２． 対象品目 

   ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の異性体又はその塩として､ ｢ペルフルオロアルカン酸 

（構造が分枝であつて、炭素数が８のものに限る。）又はその塩」、PFOA関連物質として 

｢１，１，１，２，２，３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８－ヘプタデ 

カフルオロ－８－ヨードオクタン (別名ペルフルオロオクチル＝ヨージド。以下 ｢ペル 

フルオロオクチル＝ヨージド｣ という。）」、｢３，３，４，４，５，５，６，６，７，７， 

８，８，９，９，１０，１０，１０－ヘプタデカフルオロデカン－１－オール (別名 

８：２フルオロテロマーアルコール。以下 ｢８：２フルオロテロマーアルコール｣ とい 

う｡)｣ 及び ｢炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基 (炭素数が７の  

ものに限る｡) を有する化合物であつて､ 自然的作用による化学的変化によりペルフル 

オロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質として厚生労働省令、 

経済産業省令、環境省令で定めるもの」 
 

   PFOAの異性体又はその塩が使用されている以下の製品； 

⚫ 耐水性能又は耐油性能を与えるための処理をした紙 

⚫ はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地 

⚫ 洗浄剤 

⚫ 半導体の製造に使用する反射防止剤 

⚫ 塗料及びワニス 

⚫ はつ水剤及びはつ油剤 

⚫ 接着剤及びシーリング用の充塡料 

⚫ 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 

⚫ トナー 

⚫ はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服 

⚫ はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物 

⚫ 床用ワックス 

⚫ 業務用写真フィルム 
 

PFOA関連物質が使用されている以下の製品； 

⚫ はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地 

⚫ 消泡剤 

⚫ はつ水剤、はつ油剤、防汚剤及び繊維保護剤 

⚫ 光ファイバー及びそのコーティング剤 

⚫ 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 

⚫ はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服 

⚫ はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物 

⚫ 床用ワックス 
 



   PFOA関連物質のうち一定期間使用を認める物質とその用途 

⚫ ８：２フルオロテロマーアルコール 

  期日：令和７年１２月３日まで 

用途： 

穿刺若しくは切開を伴う方法又は人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器の 

製造に使用する合成樹脂の原料となる１－ [  (３，３，４，４，５，５，６，６，７， 

７，８，８，９，９，１０，１０，１０－ヘプタデカフルオロデシル) オキシ]  

プロパン－２－イル＝メタクリラートの製造 
 

⚫ ペルフルオロオクチル＝ヨージド 

期日：令和１８年１２月３１日まで 

用途： 

医薬品の製造に使用する１－ブロモ－１，１，２，２，３，３，４，４，５，５， 

６，６，７，７，８，８，８－ヘプタデカフルオロオクタン (別名ペルフルオロオ 

クチル＝ブロミド) の製造 
 

３． 趣旨及び目的 

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約において廃絶の対象物質として追加 

された PFOA とその塩及び PFOA関連物質による環境汚染を防止するため、化学物質の 

審査及び製造等の規制に関する法律の第一種特定化学物質に ｢PFOAの異性体又はその 

塩｣ 及び ｢PFOA関連物質｣ を指定する。 

また､ 第一種特定化学物質による環境汚染を防止するため､ ｢PFOAの異性体又はその塩｣ 

及び ｢PFOA 関連物質｣ が使用されている製品を輸入禁止製品に指定するとともに､ 8：2 

フルオロテロマーアルコール及びペルフルオロオクチル＝ヨージドついては一定期間

使用を認める用途を指定する。 
 

４． 公布予定   

令和 6年 6月頃 
 

５． 施行予定   

令和 6年 8月頃（PFOAの異性体又はその塩の指定）、令和 6年 12月頃（PFOAの異性体又は

その塩の輸入禁止製品及び PFOA関連物質に係る規制） 
 

６． 意見提出先 

〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1丁目 3番 1号 

経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室 

TEL 03-3501-0605  
  

７．意見提出期限 

WTO･TBT通報から 60日後 

   


